
  

第二部  各論
第六章  医療制度
第一節  概説

国民に適正な医療を確保するためには、医療の行なわれる場である医療機関が適正に配置され、またそ
こで医療の業務にたずさわる医療関係者がじゆうぶんに確保されて、これらが一体となつて、医療が営
まれることが必要である。そして、医療制度が、時代の要請に即応して適正なものでなければならない
ことはいうまでもない。医療制度の具体的な説明は、あとにゆずることにして、ここでは、わが国の医
療制度に関する問題点について述べてみることにしよう。

わが国の近代的な医療制度が、明治初期以来、いわゆる開業医制度を基調とした歴史のなかで確立され
てきたことは周知のとおりである。もちろん、その間、関係法制の整備はもとより、医療行政の組織や
機構について幾多の改変が行なわれてきており、特に戦後においては、関係法令の大幅な改正が行なわ
れることにより、医育制度や医療関係従事者の身分について整備を行なうなど、かなりの改革がなされ
てきたわけである。この間における医療をめぐる諸事情の変化を見ると、医学医術の進歩や医療保障制
度の進展などきわめて著しいものがあり、医療制度を確立した当時の諸事情とは、かなりの相違を示し
ているのであつて、さらに制度に根本的な検討を加え、新しい事態に対応した体制を確立することが、
国民福祉の向上をはかるうえに、不可欠のこととされるに至つているのである。

すなわち、最近の医学の進歩と医学に応用される科学の分野の拡大は、きわめて目ざましいものがあ
り、これに伴つて、疾病の予防、診断、治療などの各分野にわたつて、医療技術の革新が進みつつある
が、今後、これらの医学の進歩の成果を迅速に国民医療にとり入れていくためには、それにふさわしい
医療制度を必要とするのである。そのため、二、三の例をあげれば、医師などが共同的に利用する収容
施設や検査施設のようなものを考える必要はないか、あるいは専門医制度を設ける必要はないか、病院
と医師などの結びつきのあり方はいかにあるべきかなどの検討が要請されるであろう。また明年三月、
国民皆保険が達成されることになれば、すべての国民に対し、できるだけ高い水準の医療を機会均等に
保障して、国民皆保険をより実効あらしめるためにも、一方において、医療機関の配置について、他方
においては、医業の健全経営など医業経済のあり方について、じゆうぶんな検討が行なわれなければな
らないし、さらに、医療制度と医療保障制度、あるいは公衆衛生制度との関連についても検討を行なう
必要があろう。

現在の医療制度には、このほかにも数多くの問題が存在しており、これらの点については、関係各方面
から提出された各勧告や報告においてもしばしば指摘されてきたところであるが、このようにわが国の
医療制度が一つの転機を迎えているといわれる事情を背景として、昨年厚生大臣の諮問機関として医療
制度調査会が設けられることになり、本年四月、その発足を見るに至つた。この医療制度調査会は、
「医療に関する制度およびこれに関連する基本的事項について、厚生大臣の諮問に応じて調査審議し、
および関係行政機関に対して意見を述べること」を目的とする厚生省の付属機関であつて、医療その他
これに関連する諸分野における学識経験者一八名により構成されている。

同調査会の活動状況については、本年四月、第一回の総会が開かれてから、今日まで、毎月総会が開催
されており、その第二回総会において、「医療制度全般についての改善の基本方策如何」という厚生大
臣の諮問がなされた。現在までの審議においては、医療制度に関連する各局行政の現状と問題点につい
て当局側の説明が行なわれてきたが、この現状説明が終わりしだい、具体的な調査審議が進められるこ
とになつている。医療制度の改善ということについては、その問題点の所在がきわめて広い分野にわた
つているばかりでなく、広く国民経済とも関連することがらであり、同調査会の調査審議には関係者の
多大の努力が傾注され、これによりじゆうぶんの成果が得られるものと期待されている。
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第二部  各論
第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
一  医療機関の現状

医療機関のうち、代表的なものは、病院と診療所であるが、さらに、薬局や助産所なども医療に関連の
ある施設としてあげることができる。現行の医療法においては、病院は、患者二〇人以上の収容施設を
有するもの、診療所は、患者の収容施設をまつたく有しないか、あるいは患者一九人以下の収容施設を
有するものとして区別されている。

以下、病院、診療所を中心に、医療施設の現状と問題点をながめることにしよう。
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第二部  各論
第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
一  医療機関の現状
(一)  病院

病院数

昭和三四年一二月末現在の病院数は、六、〇〇〇で、前年一二月末より、数にして一六七か所、比率に
して二・九%の増加であり、これは人口一〇万人に対して六・五という割合で、国民一万五、五〇〇人
に一病院があるということになる。その内訳は、一般病院が四、七九三施設で最も多く、全病院の七
九・九%を占め、ついで結核療養所六五四施設、一〇・九%、精神病院四七六施設、七・九%、さらに、
伝染病院六三施設、らい療養所一四施設の順になつている。最近五年間の推移を見ると、第一三三表の
とおりであり、全体では、三四年は、三〇年の約一・二倍となつているが、その増加率は漸次鈍化の傾
向を示している。なお、ここで注目を要するのは、精神病院の増加傾向(前年に比し、六八施設、一一・
七%の増加を示している。)と、これと対照的な結核療養所の減少傾向であろう。

第133表 病院数の推移

次に、病院を経営主体別に見ると、個人立三二%、医療法人立二一%で全施設の過半数を占め、地方公共
団体立の一九%がこれについでいる。なお、病院の種類別にその経営主体を見ると、一般病院と精神病
院では、個人立、医療法人立の私的施設が多く、特に、精神病院の八〇・三%が、これら私的施設によ
り経営されていることは注目に値する。他方、結核療養所とらい療養所は国(厚生省所管)、伝染病院は市
町村その他の公的施設が圧倒的に多い。

病床数

昭和三四年一二月末現在における全病床数は、約六六万床となつており、そのうち、一般病床が約二八
万床で全病床数の四二%、ついで、結核病床が約二六万床で三九%を占めている。精神病床は約八五、〇
〇〇床で、三〇年末に比べて約二倍、前年末に比べ約一万床、一四%も増加しているが、全病床に占め
る割合は、わずか一三%にすぎず、多くの諸外国において、精神病床が全病床の三分の一ないし二分の
一を占めているのに比べると、まだはるかに少ない。全病院総体として、前年末に比べ、数にして約三
万床、五%の増加となつている。なお、最近五年間の病床数の推移は、第一三四表のとおりである。
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第134表 病床数の推移

次に、病床数を経営主体別に見ると、第一三五表のとおりである。ここで注目すべきは、病院数とは逆
に、官公立の病院病床の占める割合の大きいことである。すなわち、病院数においては七・二%を占め
ているにすぎない国立の病院が、病床数では二一・〇%を占め、地方公共団体立を含めた官公立病院の
病床数は、約二九万五、〇〇〇床で、全病床の四四・五%に達している。なお、病床の種類で見ると、
結核病床は、国(厚生省所管)が二・九%、伝染病床は、市町村が五五%となつている。

第135表 経営主体別病床数

最後に、病院の規模を見ると、一病院当たり平均病床数は、三四年一二月末現在で一一〇床であつて、
前年の一〇八床に比べてやや増加しており、三〇年末が一〇〇床であつたことから見れば、病院の規模
はしだいに大きくなつていることがわかる。これを病院種別に見ると、一病院当たりにして、らい療養
所が一、〇一九床で最も大きく、ついで結核療養所一八六床、精神病院一四一床で、一般病院は九五床
となつている。ちなみに、一般病院の規模別推移を見ると、第一三六表のとおりで、傾向として、規模
の大きな病院の占める比重がしだいにたかまりつつあるということはいえるが、まだ一〇〇床未満のも
のが総数の七二%、五〇床未満のものが五〇%を占め、総体的には規模の小さいものが多い。

第136表 病床数別一般病院数の推移
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病床の利用率

病床の利用率(全病床数一〇〇に対する年間の一日平均患者数)の推移を病床種別に見ると、第一三七表
のとおりである。これから明らかなように、全病床では、逐年低下の傾向を示しているが、精神病床に
ついては、前述のとおり、病床数が著しく増加しているにもかかわらず、いぜんとして一〇〇%を上回
る利用率を示していること、すなわち、精神病床に対する需要が精神病床数を上回つていることが注目
される。

第137表 病床利用率の推移

国立病院と国立療養所

国立の病院の病床数が、総病床のなかでかなりの比重を占めていることについてはすでに述べたが、国
立の病院のうち厚生省所管以外のものは、たとえば、国立大学付属病院のように教育あるいは研究のた
めのものか、または、国鉄病院のように特定の職域の者を対象とするものであるから、ここでは、広く
全国民を対象として国民医療を担当している厚生省所管の国立病院と国立療養所について一言しておこ
う。

まず国立病院は、昭和三四年一一月末現在で七六施設(うち二施設は分院)あり、その病床数は、約二万
八、四〇〇床である。国立病院は、全国にわたつて配置されており、えての規模と機能からいつても、
国民医療の上に重要な地位を占めているため、その施設の充実をはかるとともに、二九年度からは、が
ん、高血圧、心臓病などの特殊な疾病のための治療部門を付設してきたが、三五年度においても、特殊
小児疾患、リウマチ、アレルギーなどの部門を八か所に設け、特殊診療面の機能の充実にも努めている
のである。ちなみに、国立病院の経理は、特別会計となつており、その予算を三五年度についてみる
と、約一〇四億円となつている。

国立療養所は、三五年三月末現在で、一九六施設あり、その病床数は八万二七〇床となつている。この
うち、一八一施設、六万五、五〇〇床は、結核療養所であつて、全結核病床の約二五%を占めている。
これら国立の結核療養所においては、重症患者に対する専門的診療を担当する施設の重点的な育成とと
もに、他の医療機関では手の及び難い骨関節結核その他の面についての特殊な診療機能を整備するため
にも、医療技術の急激な進歩に応じた建物の整備や設備内容の充実が要請されている。その他の療養所
としては、らい療養所(一一施設)、精神療養所(三施設)、脊髄療養所(一施設)がある。国立療養所の予算
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は、三五年度で約一五一億円となつている。
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第二部  各論
第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
一  医療機関の現状
(二)  診療所

診療所には、一般診療所と歯科診療所とがある。

一般診療所は、昭和三四年一二月末現在において、五万七、五〇八施設にのぼり、うち、三万四、八一
二施設、六〇・五%が無床診療所であり、二万二、六九六施設、三九・五%が有床診療所となつている。
その病床数は約一五万五、〇〇〇床で、前年に比べ約一万床の増加を示し、病院病床の増加約三万床の
三分の一にあたることは注目に値する。ちなみに、有床診療所の病床は、病院の病床数六六万二、二三
三床に対し約二三%にあたり、一有床診療所の保有する病床数は約六・八床である。

なお、一般診療所の施設数の最近五か年間の推移を見ると、第一三八表のとおりであつて、前年に比べ
一、四六〇施設の増加となつており、人口一〇万対の施設数も毎年徐々に増加しているが、ここで注目
すべきは、この一般診療所の増加は、その大部分が有床診療所の増加によるもので、無床診療所はほと
んど増減がないことである。

次に、経営主体別に一般診療所を見ると、その八五・一%が個人立すなわち開業医であつて、市町村
立、会社立がこれについでいる。

第138表 一般診療所数および一般診療所の病床数の推移

歯科診療所は、三四年一二月末現在で二万六、六八一施設(うち、無床診療所二万六、六四一、有床診療
所四〇)となつており、前年に比べて三一四施設の増加となつている。
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第二節  医療制度の現状
一  医療機関の現状
(三)  薬局

薬局数は、昭和三四年一二月末現在、二万九五二となつており、前年に比べ二一五の増加を示してい
る。しかし、薬局数を都道府県別に見ると、たとえば東京都の三、八一五、大阪府の三、一四三という
ように、全薬局数の一割から二割を占めている地域があるのに対し、最低の岩手県では九二というよう
に、人口の比重を考慮してもなお地域的な偏在の度合ははなはだしい。なお、最近五か年間の薬局数の
推移を見ると、第一三九表から明らかなように、年々増加しているが、特に、薬剤師以外の者の開設す
る薬局数の増加傾向が著しいのが目だつている。

第139表 薬局数の推移

今後、薬局が医療保障の推進に重要な役割を果たしていかなければならないものであることを考え合せ
ると、薬局の整備に対して長期低利の融資を行なうなど、無薬局地区を解消するための積極的な対策が
講じられなければならないであろう。
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第二部  各論
第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
二  医療機関の整備
(一)  医療機関の分布

以上、医療機関の現状を概観したが、次に、これら医療機関の分布の状況をながめることにしよう。

まず、病院であるが、病院は、収容治療を行なうことをその本来の使命とするものであるから、その数
よりも病床数が問題となる。そこで、人口一万当たりの病床数を都道府県別に見ると、第二七図に示す
とおり、昭和三四年一二月末現在において、全国平均は七一・二床であるが、岡山県の九八・三床を最
高に、最低五〇・九床の大分県に至るまで、都道府県の区域によつて非常な相違が見られる。特に、結
核、精神などの病床を除いた一般病床だけについて見ると、全国平均は約三〇床であるが、最高の北海
道は四五・六床であるのに対して、最低の鹿児島県は一四・〇床にすぎず、北海道の約三分の一という
状況である。

第27図 都道府県別全病床数
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さらに、角度を変えて、人口一万対の一般病床数と人口密度との関連を観察して見ると、第一四〇表の
とおりである。すなわち、人口のまばらな一平方キロ当たり〇人から二〇〇人の地区では、その分布は
人口一万対病床数の少ない所にかたより、その平均病床数は一八・九となつているのに対し、人口密度
が全国の平均である二〇〇から四〇〇の地区では、分布はやや高率の所に移動し、病床数の平均値は二
一・六を示している。以下、人口密度の高くなるにつれて、その分布は人口一万対病床数の多い所にか
たよるとともに、その平均病床数も漸次大きくなり、四〇〇から八〇〇の地区で二五・四、八〇〇から
二、〇〇〇の地区で三八・三、二、○〇〇以上では四七・五となつている。

第140表 人口密度と人口1万対一般病床数

次に、診療所であるが、病院と同様、その分布は、都道府県の区域によつてかなりの格差が見られる。
ここでは、市町村を人口階層別に区分して、人口一万対の一般診療所数を比較して見ると、第二八図の
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とおりであつて、一般診療所についても、都会地に集中する傾向が看取できる。

第28図 人口階層別および市町村別一般診療所数

以上要するに、わが国における病院病床と診療所の分布は、不均衡であり、このことは薬局についても
いえるのであつて、いわゆる無医地区、無歯科医地区の解消問題を含めた医療機関の適正配置、その体
系的整備の緊急性が強く指摘されるのである。
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第二部  各論
第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
二  医療機関の整備
(二)  無医地区対策－－へき地対策

昭和三三年の無医地区、無歯科医地区調査によると、第一四一表の示すとおり、三三年八月一日現在
で、無医地区が一、一八四、無歯科地区が四二四存在している。

これら無医地区のうち、第三種に該当する地域については、国民健康保険直営診療施設としての診療所
の設置あるいは個人開業に対する医療金融公庫による融資などによつてもその解消を期待することがで
きるのであるが、第二種に該当する地域については、なんらかの強力な施策が要請されるところであ
る。このため政府においては、第二極に該当する地域のうち、人口、交通事情、町村の財政力などを考
慮して、地元の町村の独力では医療機関の設置運営が困難と認められる二三七地区(第二種の一部)に特に
重点をおいて、三一年度から積極的な財政援助を行なつてきた。すなわち、これらの地区は、医師など
の確保の点からいつても、診療所を単独に設置するだけでは、じゆうぶんその目的を達することはでき
ないので、もよりの病院を親元病院とする出張診療所を設置することとし、その設置費と運営費の赤字
の二分の一(ただし、運営費については三二年度から)を補助することによつて、三四年度までに一二か所
のへき地出張診療所が設置された。なお、三五年度においては、さらに三六か所が設置されることとな
つている。

ところで、三四年度までは、地元の市町村の開設する病院のほか、その他公的医療機関についてもこれ
を親元病院とする方式がとられていたのであるが、これまでの施策では、出張診療所へ医師を派遣しな
ければならないこと、運営費の赤字について、国庫補助以外の自己負担をかなり行なわなければならな
いことなどの理由により、親元病院自体の経営に相当の負担をかけることになるため、出張診療所を設
置運営することについて、各種公的医療機関はともすれば消極的となり、また、へき地医療対策が必ず
しも地光市町村の負担と責任において遂行されないことから生ずる弊害もあり、これらのことが、へき
地医療対策を推進するうえに、一つの障害となるに至つた。このため、三五年度においては、住民の医
療については、まず地元市再村が責任をもつべきであるというたてまえのもとに、出張診療所の設置は
当該市町村が行ない、その運営については、これを公的医療機関である病院に委託して行なうものと
し、運営費の赤字については地元市町村が負担することになつた。これにより、出張診療所の設置費と
運営費に対する国庫補助も地元市町村に対して行なわれることになつたわけで、この方法によつてこれ
までの問題点の一つを解決することになつたのである。なおこのほか、三五年度においては、新たに出
張診療所に勤務する医師の住宅費を国庫補助の対象とすることによつて医師の確保をはかるとともに、
運営費の赤字補助についてもその内容を拡大するなどの措置がとられるに至つた。

このようにして、無医地区医療用策は、一歩一歩前進しつつあるが、さらに、この施策を実効あらしめ
るためには、次のような点を考慮すべきことが指摘されている。すなわち、このような無医地区の特殊
性として、住民の経済力が弱少であり、したがつて市町村の財政力も貧しいため、現在程度の国庫補助
率では不じゆうぶんであること、出張診療所勤務の医師を確保するための効果的な措置を講ずる必要の
あること、第二種の無医地区と同様の状態にありながら、当該地底の住民が三〇〇人に満たないため(第
一四一表、(注)1参照)、現在無医地区対策の対象となつていない特別へき地ともいうべき地域の住民の医
療を確保するために、巡回診療の方法を採用する必要のあること、出張診療所に患者を親元病院に輸送
するための患者輸送車(船)を配置する必要のあることなどがこれである。
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第141表 無医地区および無歯科医地区数

以上、要するに、無医地区に関する問題はなお多く、これまでの施策を部分的に手直しするのみでは、
無医地区問題の早急な解決は望み得ないところであり、公衆衛生、その他の分野も含めた総合的なへき
地振興対策を強力に推進するため、現在、へき地医療振興法ともいうべきものの制定について、慎重な
検討が進められている。
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第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
二  医療機関の整備
(三)  医療機関の体系的整備

昭和三六年三月末までに達成が予定されている国民皆保険の体制のもとに、医療保障制度を名実ともに
充実するためには、医療機関の量的な適正配置とならんで、さらにその質的な適正配置をはかること、
すなわち、医療機関相互を、機能面から有機的に体系づけることが要請されるのである。

厚生省としては、つとに医療機関整備計画を樹立し、都道府県の区域を病院体系整備の単位として、各
都道府県の中央病院をしてその県内における医療機関の指導的役割を担当させるため、特殊診療機能の
整備をはかつており、国立病院についても、毎年一〇億円内外の医療機関整備費を一般会計に計上し
て、その整備を行なつてきている。また、病床の不足する地域、すなわち、保健所管轄区域を単位と
し、人口に比し一般病床が不足していると認められる地域を対象として、公的な医療機関の一般病床の
増加をはかり、病院網の整備を行なうなど公的医療機関を中心にその体系的整備に努めてきた。

しかしながら、医療機関の適正配置の施策は、その積極面として、医療機関の不足する地域の解消をは
かるものである反面、その消極面として、医療機関の過剰な地域において、不必要な医療機関の増設を
抑制するものでなければならない。このような観点から、厚生省としては、私的な資本による私的医療
機関については一応これを別としても、いやしくも公的資本による医療機関の新設あるいは増設につい
ては、これを強力に規制すべきものとし、省内においては医療機関整備調整連絡会を設けて、各局が所
管する医療機関の整備について連絡調整を行なつてきているが、さらに、公的資本による医療機関全般
についてこれらの施策を裏づける立法措置を行なう必要も考えられる。
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第二部  各論
第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
二  医療機関の整備
(四)  医療金融公庫の設立

これまで国立をも含めて公的性格を有する医療機関について、その体系的整備のあらましを述べたが医
療機関の適正配置は、いうまでもなく、公的私的相まつて行なわなければならない。ところで、公的な
医療機関については、その設置運営が、都道府県、市町村などにより行なわれているうえに、その整備
費については、国庫補助、地方債、厚生年金還元融資などの国家的助成が行なわれてきたのに対し、大
部分の私的医療機関については、まつたくこのような助成策はなく、公立の医療機関に比べて、その設
備、機能ともに相当の立ちおくれを見せていたのである。もちろん、これまでも私的医療機関が融資を
受ける道としては、市中銀行のほか、国民金融公庫と中小企業金融公庫があつたが、その融資の条件が
一般の営利事業なみであるため(年利九分三厘、償還期限五年)、償還能力の高い医療機関だけに融資され
るにすぎず、医療事業が本来公共性が強く、また非営利的性格を有していること、しかも、医療保障制
度の進展とともに、ますますそのような性格が強められつつあることを考えるとき、医療機関整備のた
めには、当然のことながら不じゆうぶんであつたわけである。そこで、私的な医療機関の整備と診療機
能の向上をはかるために、公的医療機関と同様な長期低利の融資を行なう特別の金融機関の設置が、な
がらく関係者の間で要望されてきたのであるが、昭和三五年七月から医療金融公庫が設立され、融資を
開始することとなつたのである。

医療金融公庫は、国民の健康な生活を確保するに足りる医療の適正な普及向上に資するため、私立の病
院、診療所などの設置とその機能の向上に必要な長期かつ低利の資金であつて一般の金融機関が融通す
ることを困難とするものを融通することを目的とする金融機関であつて、三五年度においては、資本金
一〇億円(政府出資)、借入金二〇億円(大蔵省資金運用部資金)の総額三〇億円をもつて融資を行なうこと
になつたのである。その貸付対象は、病院、診療所または薬局などを開設する個人、医療法人、公益法
人(民法第三四条の規定により設立した法人)などであつて、その貸付資金の種類は、施設の新築や増改築
に必要な資金、医療機械器具の購入に必要な資金と長期運転資金とされており、その融資条件は、新築
資金の場合を例にとれば利率年六分五厘、償還期限二〇年となつている。

今後における医療金融公庫の充実により、私立の病院、診療所などの整備の促進が期待されるところで
ある。
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第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
三  医療関係者の現状

現在、医療関係者としては、直接診療にあたる医師、歯科医師、調剤を担当する薬剤師のほか、医師、
歯科医師の診療の補助的業務を行なうものとして、看護婦、准看護婦、歯科衛生士、診療エックス線技
師があり、また、保健婦、助産婦、歯科技工士、衛生検査技師なども国民医療のうえに、それぞれ固有
の役割を果たしている。なお、このほか、特殊な医療関係者として、あん摩師、はり師、きゆう師と柔
道整復師がある。これら医療関係者のうち、おもなものの数は、第一四二表に示すとおりであるが、以
下、これら医療関係者の現況について、個別的に見てみることにしよう。

第142表 医療関係者数の推移
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第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
三  医療関係者の現状
(一)  医師

昭和三四年一二月末現在における医師数は第一四二表のとおり、一〇万一、四四九人で、前年に比し約
一、六〇〇人の増加を見ており、人口一〇万対一〇九・一人となつている。次に、業務の種類別に見た
医師数は、第一四三表のとおりであつて、医療機関の従事者、すなわち診療に従事する臨床医師は、総
数の九三・〇%に当たる九万四、三一五人であり、そのうち、医療機関の開設者、すなわち開業医は四
万九、〇九〇人、勤務医師は四万五、二二五人で、それぞれ医師数の四八・四%、四四・六%を占めてい
る。なお、衛生行政または保健衛生業務に従事する医師数は、三三年から三四年にかけて若干の増加を
見せたものの、なお、三〇年、三一年の数に及ばない現状であり、公衆衛生活動の充実のために、一考
を要する点である。

第143表 業務の種類別医師数の推移

最後に医師の分布状況を見ると、三四年一二月末現在における人口一万当たりの医師数は、全国平均で
は一〇・九人であるが、東京都の一六・二人から秋田県の七・一人に至るまで都道府県間の格差は大き
い。これを、さらに医療施設の従事者のみについてみると、全国平均では一〇・一人であるが、東京都
と京都府の一四・七人に対し、秋田県と宮崎県はその二分の一に満たぬ六・九人という状況であり、そ
の分布の不均衡は、問題となつている。
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第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
三  医療関係者の現状
(二)  歯科医師

歯科医師数は、昭和三四年一二月末現在、三万二、八七一人で、前年に比し三八七人増加しており、人
口一〇万対三五・四人であつて、前年よりやや増加しているが、医師と同様に地域的に見ると、かなり
の偏在がみとめられる。業務の種類別歯科医師数は、第一四四表のとおりであつて、衛生行政または保
健衛生業務の従事者は、一般医師と同様に少なく、総数に対する比率は、わずか〇・七%にすぎない。

第144表 業務の種類別歯科医師数の推移
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第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
三  医療関係者の現状
(三)  薬剤師

薬剤師数は、昭和三四年一二月末現在、五万八、三八九人で、前年に比し約一、九〇〇人増加してお
り、人口一〇万対六二・八人で前年より一・四人だけふえている。なお、業務の種類別に見た薬剤師数
の推移は、第一四五表のとおりである。

第145表 業務の種類別薬剤師数の推移
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三  医療関係者の現状
(四)  保健婦、助産婦、看護婦など

昭和三四年一二月末における保健婦、助産婦、看護婦(看護人、准看護婦を含む)の免許所有者は、それぞ
れ四万七、三五〇人、一四万一二一人、三九万三、八二八人であるが、このうち実際に業務に従事して
いる者の数は、第一一二表のとおり、保健婦が一万二、五一九人、助産婦が五万二、四〇二人、看護婦
が一六万九、九六九人である。保健婦については、現在人口七万四、〇〇〇に対して一人の割合となつ
ているが、国民健康保険の推進に伴つて必要とされている人口三、五〇〇に一人の保健婦の線には、な
お、遠いものがある。助産婦は、これに比べて数の上では五万をこえているが、その平均年齢から見て
五〇才をこえる状況にあり、施設に働く若年助産婦の獲得が問題となつている。看護婦数については、
約一万の増加が見られるものの、まだ必要数を確保するにはほど遠く、地域的分布の不均衡も著しい。
なお、准看護婦から看護婦に進む二年課程看護婦学校養成所数は、かなり順調にふえつつあり、看護婦
の質の向上に大いに寄与するものと思われる。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和35年度版）



  

第二部  各論
第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
三  医療関係者の現状
(五)  診療エックス線技師など

診療エックス線技師の数は、昭和三四年一二月末で七、九四四人であり、あん摩師、はり師、きゆう師
および柔道整復師の従業者は、それぞれ四万七、七四六人、三万一、四四一人、二万九、七七一人、
五、五二〇人となつている(あん摩師、はり師、またはきゆう師の免許をあわせ有する者は、重復計上さ
れている。)。
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第二節  医療制度の現状
三  医療関係者の現状
(六)  歯科衛生士と歯科技工士

歯科診療の補助的業務者である歯科衛生士や歯科技工士に対する需要は、最近急増しているが、歯科衛
生士の数は、昭和三四年一二月末で一、一五六人にすぎず、歯科医師数に対比しても、その数の不足が
目だち、その養成所の増設が国内の諸地域で要望されている。また、歯科技工士について、現在のとこ
ろほぼ需給の均衡が保たれているが、地域的にはなお不足しているところが少なくない。
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第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
三  医療関係者の現状
(七)  衛生検査技師

衛生検査技師の免許所有者は、昭和三五年三月末で六、一八二人である。病院などで衛生検査の業務に
従事する者については、最近に至るまでなんらの法的措置もなく、その養成も、従来病院、大学、研究
所、保健所などで個々に行なわれていたのであるが、時代の進展に伴い、その資格、業務、養成施設な
どの法制化が強く要望され、三三年七月衛生検査技師法の制定を見るに至つた。同法に基づき第一回の
衛生検査技師国家試験が三四年一〇月に行なわれたが、合格者七、一九〇人にのぼり、本年度(第二回)の
受験者数も引き続き多数にのぼつている。なお、同法に基づく衛生検査技師学校養成所は、三五年現在
一一施設である。
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第二部  各論
第六章  医療制度
第二節  医療制度の現状
四  医薬分業

患者の診療は医師が行ない、調剤は薬剤師が担当することによつて、医療の合理化、適正化をはかろう
とするのが、いわゆる医薬分業の制度である。この制度が、昭和三一年に実施にうつされてから今日ま
で、薬局における調剤の数は、年々増加の傾向をたどつているが、まだ全体としては、きわめて低調な
状態にあるといえよう。

第一四六表は、薬局における社会保険分の処方せんによる調剤の状況であるが、制度発足当初の三一年
各月平均に比べて、件数、枚数ともに五倍に増加している。しかし、絶対数から見れば、年間に全体で
約二三万件、三七万枚と、まだまだ徴々たるものにすぎない。これらの事情を三四年一二月分につい
て、少しくわしく述べてみよう。

第146表 薬局における社会保険分処方せん調剤状況

まず、保険指定薬局の数は一万七、六七八であるが、そのうち、一件でも調剤を行なつた薬局はわずか
二、〇一一で、これは保険指定薬局全体の一一・四%を占めるにすぎない。次に、調剤を行なつた処方
せんについては、全体でこの一か月間に二万三、九一五件、枚数にして三万九、四四六枚となつてい
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る。この処方せんの枚数は、調剤をした薬局一軒当たりでは一九・六枚となつているが、保険指定薬局
全体で平均すれば、わずかに二・二枚である。

このようにみれば、医薬分業の進行状況は、きわめて遅々たるものであるということができるのであろ
う。これは、制度自体においても、たとえば調剤する人の選択を患者にまかせたり、一定の場合には医
師か調剤することを認めているなど、完全分業をとらないたてまえになつていることにもよるものであ
ろうが、それ以上に、長年にわたるわが国の医薬制度に関する慣習によるところが大きいといえよう。
今後、わが国における医薬分業の普及のためには、このような慣習を是正する方向にそつて一段と制度
の趣旨を普及させることが必要であろう。
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第二部  各論
第六章  医療制度
第三節  薬事制度の改正

現在の薬事法は、昭和二三年戦後そうそうの間に制定されたものであつて、種々不備の点もあり、ま
た、最近の医薬品などの飛躍的進歩に即応する必要から、今般その全面的な改正が行なわれた。この改
正にあたつては、薬事審議会の答申をもとにして法案が作成され、三五年四月二六日、第三四国会に薬
事法案と薬剤師法案が提案された。両法案は、七月一五日に国会を通過し、八月一〇日に公布されたの
であるが、両法の施行は、公布の日から六か月以内で、政令で定める日から行なわれることになつてい
る。

今回の改正で一番目だつたことは、現在の薬事法を二つに分け、薬剤師の身分に関係する事項は薬剤師
法に、薬局、医薬品、化粧品、医療用具などに関係する事項は薬事法において規定されるようになつた
ことである。この新しい法律による改正のおもな内容は、次のとおりである。

まず、薬剤師法は薬剤師の任務について、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつ
て公衆衛生の向上と増進に寄与すべき旨を明らかにしたが、このほか、調剤について現行制度の不備を
補い、調剤録の備付け、保存、その他の規定を整備した。

次に薬事法は、第一に、新たに医薬部外品という制度を設け、口中清涼剤、殺虫剤などで人体に対する
作用のゆるやかなものは医薬部外品として医薬品の範囲外として取り扱うことにし、一面において医薬
品の特殊性を明確にすると同時に、これらのものの取扱いを簡易にするようにした。第二に、薬局、医
薬品などの製造業、販売業などについて、その業務が適正に行なわれるようにするため従来の登録制を
許可制に改め、その許可基準を整備し、また、新たに医薬部外品、化粧品、医療用具の製造所にも責任
技術者を置かなければならないようにした。第三に、医薬品が生命身体に直接作用するものであつて、
これについて相当の知識経験を有する者に取り扱わせるという本来のたてまえと、現在の実情とを勘案
して、医薬品販売業を、一般販売業、薬種商販売業、配置販売業、特例販売業の四種にきめた。第四
に、医薬品などの取扱いについてはその品質を確認し、製造番号、記号、成分分量などの表示をすると
ともに、医薬品には封を施すことにした。また、ホルモン剤などの特殊成分を含有する化粧品について
は、品目ごとに承認を要するようにするとともに、その成分分量など一定の表示をさせるようにした。
第五に、医薬品の広告についてはがんなどの特殊疾病用の特定医薬品の広告、承認前の医薬品の広告に
ついても必要な制限を加え得ることにした。

以上が、両法の改正の骨子であるが、今後この法律が施行されることにより、薬事衛生が一段の向上を
見せ、国民の保健衛生の保持増進に一層の貢献をしていくことが期待される。
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第二部  各論
第六章  医療制度
第四節  医薬品
一  生産と輸出入
(一)  生産

昭和三四年における医薬品の生産状況は、一般経済界の好況に伴つておおむね活発に推移し、生産総額
は約一、五〇〇億円に達し、前年に比較して一一%の増加を示している。ここ数年の医薬品の生産状況
は、第二九図に示すとおりであるが、三二年までは、きわめて高い水準を保つてきた。特に、三二年
は、インフルエンザの全国的な流行をも反映して非常に高い伸びを示した。しかし、これに伴う需要の
増加が国内国外ともにじゆうぶんには伸びなかつたため、三三年ごろからは流通市場の混乱、市価の低
落を招くことになり、生産の伸び悩みを示したが、三四年になつてからは医薬品の生産活動もしだいに
好転を見せ、最近では大衆向医薬品を主としてその発展がはかられている。第一四七表は、薬効別の主
要医薬品の生産状況であるが、前年に比べて目だつて増加しているのは、「公衆衛生用薬」(殺虫剤な
ど)、「ホルモン剤」、「その他の代謝性医薬品」(解毒剤など)、「ビタミン剤」などである。これに反
し、抗生物質は減産となり、生産金額も三二年の一位、三三年の二位につづいて、三四年では三位とな
つた。衛生材料は、減産の方向をたどり、総生産額は約八四億円で、三三年に比べて約三億五、〇〇〇
万円の減少となつているが、医療用具は、総生産額約一八三億円で、前年に比べて約一八%、二七億円
の増を示している。

第29図 医薬品生産額

第147表 薬効別主要医薬品生産額
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第二部  各論
第六章  医療制度
第四節  医薬品
一  生産と輸出入
(二)  輸出入

わが国の医薬品産業の飛躍的な発展をはかるためには、海外需要を開拓し、輸出を大幅に伸長させる必
要のあることはいうまでもない。昭和三四年における輸出額は、第三〇図に示すとおり、総額約五五億
円で、三三年に比べ約六億円、率にして約一二%の増加を見せ、戦後最高の成績を示した。輸出相手国
は、アメリカを除いて上位はほとんどアジア諸国によつて占められているが、特に三三年に比較して増
加の著しかつた国は、インドとインドネシアである。ちなみに、アジア全域に対する対前年増加率は六
四%となつている。しかしながら、わが国の医薬品の総生産額に対する輸出の総額は、わずか三・七%に
すぎず、これをアメリカの一四・一%、西ドイツの二六・七%、イギリスの二七・三%(ともに、一九五
六年)に比べれば、非常に低いものであるといわなければならない。今後、企業の合理化を推進するとと
もに、広報宣伝などを活発に行なうことにより、海外市場を積極的に開拓することが望まれるところで
ある。なお、輸出の状況を品目別に見れば、ビタミン剤が全体の三〇・二%を示し、ついで抗生物質の
一八・七%で、この二つで輸出総額の約半分を占めている。

第30図 医薬品輸出状況

一方、輸入は約五一億円で、前年に比べ約一一億円、率にして二七%と著しく増加している。輸入品目
については、ホルモン剤が四・一億円で一位、スルフアミン剤が二・五億円で二位となつている。輸入
先は、主としてアメリカと西ドイツで両者を合わせると、実に輸入総額の七三%に達しているのであ
る。
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第二部  各論
第六章  医療制度
第四節  医薬品
一  生産と輸出入
(三)  医薬品貿易の自由化

わが国においては、世界貿易の大勢に対処するため、今後、貿易と為替取引を大幅に自由化してゆくこ
とになつたが、これはもちろん一挙に行なわれるものではなく、国内の産業に与える影響を考慮しなが
ら、じゆうぶんな配慮を加えたうえでとり進められていくのである。医薬品貿易の自由化についても、
その品目や時期、方法などについて慎重な検討を要することはいうまでもない。そこで厚生省において
は、業界代表、学識経験者、関係行政機関の職員からなる医薬品等貿易自由化対策懇談会を設置し、昭
和三五年一月下旬から数回にわたつてこれらの問題について検討を加えたのであるが、その結果、次の
ような結論に達した。すなわち、(1)自由化の方針としては、計画品目(抗生物質、血清、ワクチンなど国
民医療上重要であるもの)と、雑割当品目(一部のビタミン類やサルファ剤のように従来から国産の奨励な
どの理由で特別外貨割当禁止品目の適用を受けていた医薬品のうち、急速な自由化による影響を受けや
すいもの)を除いては、すべて自由化できること、(2)計画品目や雑割当品目については、一部の抗生物質
やワクチンを除いて、三八年九月までに順次自由化してゆくことなどである。

この結果、三八年一〇月には、医薬品の自由化率はほぼ九〇%に達するものと思われる。また、これと
同時に、自由化による医薬品産業の混乱を防ぐとともにその安定をはかるため、一般的金利の引下げ、
企業課税の改善をはかるほか、企業の合理化と体質の改善、集中生産の実施、関税の適正化などの対策
を、積極的に推進していく必要のあることが懇談会において決定されている。
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第二部  各論
第六章  医療制度
第四節  医薬品
二  薬事監視

薬事監視の対象となる業態は、年々増加している。登録を必要とする業態だけについてみても、昭和三
四年末現在で、二二万四六六か所であり、三四年の立入検査施行か所は、延べ二三万五、〇〇〇か所、
違反の発見されたか所は、延べ四万四、〇〇〇か所であつた。違反件数の増加したものは、「虚偽誇大
広告」、「無登録業者」、「その他(処方せんの記録文書の保存不備など)」の三つで、「不良品」、「不
正表示品」、「無許可無登録品」は、やや減少している。違反内容も、偽造のような悪質のものが見ら
れなくなつたことは大きな進歩であり、現在の不良薬品は、その原因が主として成分配合が悪いことに
あるので、自家試験設備の整備と原料や製品の自家試験を励行させ、不良品の撲滅をはかつている。
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第二部  各論
第六章  医療制度
第四節  医薬品
三  麻薬の取り締まり

麻薬は、主としてあへんを原料として製造されるもので、医療用として欠くことのできない薬品であ
り、あへんの生産高がきわめて少なく、麻薬の生産量が年間四トンにすぎないわが国では、毎年イン
ド、トルコなどから約四〇トンの輸入を行なつている現状であるが、一方、麻薬の悪用によつてもたら
される危害は、保健衛生の面だけでなく、社会的にもはかり知れないくらい大きなものがある。ここで
は、このおそるべき麻薬に対する取り締まりについて述べることとしよう。ここ数年来の取り締まり状
況は、第一四八表のとおり、違反の件数、人員は、ともに一進一退の状況であるが、押収量は、はるか
に多くなつている。押収された麻薬の約九〇%は、ヘロインに関係するものであるが、このヘロイン
は、国内で生産されることもなく、また、医療用に使用されることもないので、正規のルートでは輸入
されておらず、そのほとんど全部が密輸入によるものであるといつてよい。しかも、この密輸入は、第
三国人を主とした組織により、非常に巧妙な手段を用いて行なわれるので、その取り締まりは困難をき
わめている。特に、最近の違反の傾向として、第一四八表に示すとおり、再犯者がふえたばかりでな
く、従前に比べて、違反が広範囲に発生するようになつたこと、違反者の組織が特に強固になつたこと
が目だち、また、麻薬の常用者も、俸給生活者などの定職をもつものや、低年齢層にまで及んできてい
る。このようにきわめて憂慮すべき状況にある麻薬違反に対処するためには、何よりもまず、ひろく国
民に麻薬のおそろしさをじゆうぶん徹底させて、麻薬の不正使用を断ち切ることに努めるとともに一方
情報提供者から適確な情報を得て取り締まりを徹底し、さらに取り締まりを迅速活発に行なうために、
捜査装備を近代化することが必要である。また、麻薬中毒者については、その収容施設を強化し、治療
を加えて正常な社会生活に帰ることができるようにすることも怠つてはならない問題である。

第148表 麻薬取締違反状況の推移

次に、麻薬と同じようにおそるべき危害をもたらす覚せい剤事犯については、昭和三〇年頃までの膨大
な数にのぼる違反に比べて、ここ数年は、ようやくおさまりかけたように見えたが、最近また増加の傾
向を見せている。三四年中に検挙した件数は、三三二件、検挙人員は、三七二人となつており、三三年
に比べて、件数では六四件、人員では一〇一人の増加となつている。最近覚せい剤取締法の対象になら
ない類似品の出回りの気配も見えているので、今後は、これらの動向についても注意していく必要があ
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るものと思われる。
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第四節  医薬品
四  毒物・劇物

毒物・劇物は、各種の産業にわたつて、ひろく原材料として使用されているばかりでなく、日常生活の
いろいろな面でも非常にひんぱんに使用されているので、この毒物・劇物による危害の発生を防ぐこと
が大切である。特に、ここ数年、全国的に農作物の病害虫防除のため、パラチオン、テツプなど非常に
毒性の強烈な農薬が大量に使用されるようになり、これらの農薬による危害の発生も決して少なくはな
い。昭和三四年の農薬による危害の発生状況は、事件件数一、三三九、中毒者五三八人、事故死三七
人、自殺六九〇人、自殺未遂五二人、他殺二二人となつているのであるが、三三年に比べて特に目だつ
ことは、中毒者は二七八人も減少しているのに対し、自殺は一七五人も増加していることである。した
がつて、今後は、農薬が自殺、他殺などに使用されないようにその管理などについて徹底的に指導取り
締まりを行なうことが必要である。また、これとならんで、中毒や事故死の絶滅を期するために、農薬
を使用する者に対して、その適正な取り扱いをするよう一層強力に指導することが必要である。このた
め、厚生省では従来どおり、三五年度においても五月一五日から一か月にわたり有機燐製剤危害防止運
動を実施し、一五県にモデル地区を指定して特に危害防止の徹底を期するほか、危害が発生した場合に
詳細に調査を行なつて今後の指針とするなど、農薬による危害防止運動を強力に展開したのである。
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五  保存血液と血液銀行

最近、外科手術の非常な発達に伴い、輸血の必要性もますます増大してきているのであるが、これに応
ずるためには良質な血液が多量に確保されなければならないことはいうまでもない。この輸血に使用さ
れる血液は、わが国においては、主として血液銀行によつて製造される保存血液(採血者から採取後、所
要の薬品を加えるなどの方法により、凝固、変質しないようにして保存されている血液)と、供血あつせ
ん業者の手を経て提供されるなまの血液によつてまかなわれている。中でも保存血液は、その供給量に
おいてほとんど大部分を占めているのであるが、これは、主として採血および供血あつせん業取締法に
より厚生大臣の許可を受けた全国三七か所の血液銀行において製造されているのである。その製造量
は、逐年増大し、昭和三四年には約四三万リツトル、前年に比較して二〇%の増加を示した。なお、こ
のほか、院内血液銀行と称して、もつぱら病院の需要をまかなうために保存血液を製造している病院付
属の施設が、全国に二〇数か所あるが、ここで製造された血液は、他に販売することができない。保存
血液の増加に対し、供血あつせん業者を経て提供される血液は、年々減少し、業者の数は、三四年一二
月末現在全国で八四社(うち二二社が休業中)、血液の量は、三四年中で約二万リットルで、前年に比べ
九%の減少となつている。

総体として年々増大する血液の需要は、ほとんどが血液銀行で製造される保存血液によつてまかなわれ
ていることはさきに述べたとおりであるが、最近、このために必要な良質な血液をじゆうぶんに確保す
ることが非常に困難になつてきた。すなわち、血液銀行の大都市偏在、供血の対象者の固定化などによ
つて、同一の供血者から過度の採血が行なわれる傾向が見られ、このことが供血者自身の健康を悪くす
るおそれのあることはもとより、血液の質をしだいに低下させているのである。これらのことは、第一
四九表に示される数字によつても推測することができよう。これによれば、血液銀行は、大都会とその
周辺に偏在し、保存血液の製造量も、東京とその周辺の関東地方だけで全国の製造量の五五%を占め、
さらに、近畿地方を加えると八〇%近い数字となつている。また、採血適格者も、一般に地方ではほぼ
良好な状況を示しているのに反して、東京とその周辺などは特に低く、供者の半分以上が貧血者である
ことがわかるのである。

第149表 地域別の保存血液製造量比率など
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このような局面を打開するためには、種々の対策が考えられるが、その最も根本的なものは、現在の売
血制度を順次、献血方式(無償で血液を提供する方式)または預血方式(あらかじめ健康なときに血液を預
けておき、本人や家族または同じ職場の者に必要が生じたときに払いもどしを受ける方式)や返血方式(輸
血を受けた者が健康回復後に同量の血液を返す方式)に切りかえていくことである。現在のわが国のよう
に供血の大部分を売血によつている例は、世界の各文明国においてはほとんどその例を見ない。特に、
欧州各国は、ほとんどが献血方式となつており、各国によつて直接行政機関の手により、あるいは赤十
字の機関を通じて、供血源のじゆうぶんな確保がはかられている。わが国においてこのような献血方式
や預血、返血方式を普及させるためには、何よりも国民一般の輸血事業に対する理解を深め、生命の尊
厳を重んじ、ひろく連帯してこれにあたる博愛の精神を高めることが必要であろう。今後は、主として
このような輸血に関する趣旨普及を徹底的に行なうことにより、早急にこれらの献血制度や預血、返血
制度を実現させるように努めなければならない。
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